
・下の計算式にあてはめ、所得額から控除額と８万円を引いて、「児童手当で扱う所得」の額を算出し、この金額を所得制限限度額・

　所得上限限度額と比較します。

・控除額のうち、障害者控除、寡婦控除、勤労学生控除は、各27万円です。ただし、特別障害者控除は40万円、ひとり親控除は35万円

　です。

・給与所得とは、給与収入から給与所得控除と所得金額調整控除を差し引いた金額をいいます。給与所得控除や所得金額調整控除など

　の計算方法については、国税庁のＨＰをご確認ください。

　給与所得控除について　　　：https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm

　所得金額調整控除について　：https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm

所得額

次の所得の合計

・総所得（※1）

・退職所得

・山林所得

・土地等にかかる事業所得等

・長期譲渡所得（分離課税）

・短期譲渡所得（分離課税）

・先物取引にかかる雑所得

・条約適用利子等

・条約適用配当等

控除額

次の控除額の合計

・雑損控除（控除相当額）

・医療費控除（控除相当額）

・小規模企業共済等掛金控除

（控除相当額）

・障害者控除 27万円

・特別障害者控除 40万円

・ひとり親控除 35万円

・寡婦控除 27万円

・勤労学生控除 27万円

ー ー ８万円
施行令に定める控除額

＝ 児童手当で

扱う所得

所得制限限度額・

所得上限限度額と比較

※1 総所得は、純損失・雑損失の繰越控除後の次の所得

の合計です。

給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所

得、一時所得、雑所得、短期譲渡所得（総合課税）、

長期譲渡所得（総合課税）

なお、給与所得又は雑所得（公的年金等にかかるもの

に限る）を有する場合、その合計額から10万円（給与

所得と公的年金等にかかる雑所得の合計が10万円以下

の場合は、その合計額）を控除した金額を用います。



（確定申告をした方を除く）

源泉徴収票の

を確認してください。

確定申告をした方

確定申告書の

給与所得者

「給与所得控除後の金額

（ 調整控除後）」

「所得金額等」欄の「合計」

を確認してください。

※分離課税に該当する所得

（先物取引に係る雑所得等や

⻑期・短期譲渡所得など）が

ある場合は、確認方法が異な

るため、ご注意ください。

所得の確認について

給与・賞与

茨木 太郎

茨木市駅前○丁目△△番□号

ｲﾊﾞﾗｷ ﾀﾛｳ

12  000 000

●

*

1200 000

1  680  000 1  316  10010 050 000

●

10050000

茨木 太郎

ｲﾊﾞﾗｷ ﾀﾛｳ
茨木市駅前○丁目

△△番□号

12000000

10050000

1200000

48
1680000

1680000

8370
1289100

27071
1316100

10050000

●

※給与所得または公的年金等に

係る雑所得がある場合は、その

合計額から10万円を控除した金

額を用います。（給与所得と公

的年金等に係る雑所得の合計が

10万円以下の場合は、その合計

額を控除します。）

※社会保険料相当額として所得

から一律8万円控除することが

できます。


